
主催：東海地区「子ども条例」ネットワーク、多治見市 / 協力：子どもの権利条約総合研究所 

2018年度 

東海地区 

「子ども条例」 

ネットワーク総会 

 

参加無料 

定員100名 

(先着順) 

日時 

場所 

平成30年9月15日(土) 

13:30～16:30 (開場13:00) 

多治見市役所駅北庁舎 

4階 大ホール 
(多治見市音羽町1-71-1) 

ｱｸｾｽ 

◆公共交通機関の場合 
JR中央線多治見駅北口より徒歩3分 

◆自動車の場合 
中央自動車道多治見ICより10分 

車でお越しの際は、駅北庁舎地下駐車場又は駅北

立体駐車場をご利用ください。 

駐車場をご利用の方は駐車料金を減免いたします

ので駐車券を会場にお持ちください。 

※ 

主 な 内 容 

◆全国状況報告 
荒牧 重人 氏（子どもの権利条約総合研究所代表） 

◆シンポジウム 
 ☆事例等報告  

 ①多治見市における子どもの権利救済制度と子ども施策 

  多治見市子どもの権利擁護委員・くらし人権課 

 ②スクールロイヤー構想と子どもの権利擁護 

間宮 静香 氏（愛知県弁護士会子どもの権利委員会副委員長 

豊田市子どもの権利擁護委員・弁護士）   

 ③不登校・被虐待の子ども達への支援と子ども条例 

  多田 元 氏 （全国不登校新聞社代表理事・弁護士） 

 ☆自治体間交流・質疑応答 

申込方法・問合せ先 

◆申込方法 
  下記メールアドレスに、 

 【①代表者所属】【②代表者氏名】【③同行者氏名】 

 【④連絡先(電話番号、メールアドレス)】 

 をお送りください。 
 

※申込受付完了後、確認メールを送信します。 

 メールが届かない場合はくらし人権課へお問い合わせください 

 メールをご利用できない方は多治見市くらし人権課へ直接お電話ください。 

総会の内容に関するお問い合わせは… 

担当：岐阜経済大学 藤岡 恭子 氏 (事務局) 

TEL&FAX:0584-77-3564 

MAIL:fujiokay@gifu-keizai.ac.jp 

ネットワーク総会への参加申込は… 

多治見市環境文化部くらし人権課 (開催市担当課) 

〒507-8703 岐阜県多治見市日ノ出町2-15 

TEL:0572-22-1128 / FAX:0572-25-7233 

MAIL:kurashi-jinken@city.tajimi.lg.jp 

【メールアドレス】 

kurashi-jinken@city.tajimi.lg.jp 
 

 右のQRコードから 

メールフォームが利用可能です☞ 
 

◆申込期限：平成30年 9月5日 (水) 

 受付は定員になり次第受付終了といたします。 

多治見市公式キャラクター 

うながっぱ 

★ 多治見市子どもの権利条例制定15周年 ★ 多治見市子どもの権利条例制定15周年 ★ 多治見市子どもの権利条例制定15周年 ★ 多治見市子どもの権利条例制定15周年 ★ 多治見市子どもの権利条例制定15周年 ★ 多治見市子どもの権利条例制定15周年 ★ 


